
期日前・当日投票所における投票立会人募集要項

１．概要

佐那河内村選挙管理委員会では,政治や選挙に関心を持ち,選挙をもっと身近なものに

感じられる環境づくりのため,選挙時における期日前・当日投票所の立会人の候補者を募

集します。

募集は通年で登録制としますので,選挙期日が近づきましたら,登録者へ立ち会いの可

否を確認させていただきます。

２．仕事の内容

有権者の代表として,投票が公正に行われるよう立ち会っていただきます。

・投票する人の投票用紙の持ち帰りなどがないか監視する。

・投票の手続きが適正に行われているか確認する。

・投票録等の書類内容を確認し署名,押印を行う。

３．応募資格

佐那河内村在住で,令和6年4月1日現在満18歳以上の選挙権を有する人。

４．立会場所・報酬等

立会の種類 期日前投票所 当日投票所

立 会 場 所 佐那河内村役場 応募者の投票区

立 会 日 期日前投票期間の内希望する日 選挙日当日

立 会 時 間 8:30～20:00(集合は8:15) 7:00～20:00(集合は6:30)

立 会 人 数 1日につき2人 各投票所2人

報 酬 日額 10,000円 日額 11,000円

。 。そ の 他 昼・夕食,交通費は支給されません 昼・夕食,交通費は支給されません

５．応募方法

登録申込書に必要事項を記入し,佐那河内村選挙管理委員会へ持参,または郵送でお申

し込みください。



６．募集期間

令和6年4月1日以降,随時応募を受け付けています。

７．登録期間

登録は,本人から辞退の申し出がない限り継続します。

ただし,転出等により,選挙人名簿から登録を抹消された場合や,正当な理由なく投票立

会人の義務を欠く場合は登録を取り消します。

８．応募から選任までの流れ

(1)応募受付後,登録した旨を選挙管理委員会から通知します。

(2)選挙の都度,登録された人に立ち会いの可否や希望日等を確認します。

(3)日程等を調整のうえ,選任した旨を本人に通知します。

※希望者が多数の場合は,ご希望に添えない場合があります。

※応募が選挙期日に近い場合は,すでに調整していることがありますので,その選挙へ

の選任を見送る場合があります。

９．応募及びお問い合わせ

〒771-4195 徳島県名東郡佐那河内村下字西ノハナ31番地

佐那河内村選挙管理委員会

TEL 088-679-2114

FAX 088-679-2125


